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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力部と、この入力部から入力されるデータを格納するデータベースとを有し、
　前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，
災害発生の観測対象箇所において災害の発生要因毎に予め観測された観測学習データと，
前記観測対象箇所における前記予め観測された観測学習データに対応する災害の発生・非
発生に関する学習データとを災害発生学習データとし、
　災害の発生・非発生に対して放射状基底関数ネットワーク手法（以下、ＲＢＦＮという
。）を用いて，前記災害の発生要因毎に観測された前記観測学習データ及び災害の発生・
非発生に関する前記学習データによって予め解析されて，前記入力部から入力されるか又
は前記データベースに前記入力部を介して格納される，前記観測学習データに対応した災
害の発生・非発生に関するＲＢＦＮ値をＲＢＦＮ値学習データとし、
　前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，
回帰関数データを読み出しつつ、この回帰関数データに，前記災害の発生・非発生に関す
る前記学習データと前記ＲＢＦＮ値学習データのピーク値とを前記入力部又は前記データ
ベースから読み出して代入し、式［４］で示される災害発生確率関数（Ｐ）を回帰分析す
るための式［１］～［４］を設定する解析条件設定部と、



(2) JP 4701371 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

【数１】

【数２】

【数３】

【数４】

　（但し、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，・・・ｘｒ）は発生確率をその現象の生起を説明するため
に観測された変数群であり、具体的には災害の発生・非発生に対して，前記観測学習デー
タ及び災害の発生・非発生に関する学習データを用いて解析された前記ＲＢＦＮ値のピー
ク値を意味し、β０，β１，・・・，βｒは係数である）
　
　前記解析条件設定部において設定された前記式［１］～［４］を用いて、前記ＲＢＦＮ
値に対する災害発生確率を演算するための前記災害発生確率関数（Ｐ）を回帰分析する関
数分析部と、
　この関数分析部で得られた前記災害発生確率関数（Ｐ）に、前記データベースから読み
出される前記災害の発生要因毎に観測される観測データに対応するＲＢＦＮ値のピーク値
を入力して災害発生確率を演算する災害発生確率演算部と、
　を有することを特徴とする災害発生確率評価システム。
【請求項２】
　前記災害発生確率と、前記データベースに格納された，予め定めた少なくとも１つの評
価用しきい値を読み出し比較して、前記評価用しきい値に対応させた評価を前記災害発生
確率に対応する評価として選択抽出する評価部を有することを特徴とする請求項１記載の
災害発生確率評価システム。
【請求項３】
　入力部と、この入力部から入力されるデータを格納するデータベースとを有し、
　前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，
災害発生の観測対象箇所において災害の発生要因毎に予め観測された観測学習データと，
前記観測対象箇所における前記予め観測された観測学習データに対応する災害の発生・非
発生に関する学習データと，前記観測対象箇所における前記予め観測された観測学習デー
タに対応する予め定められた災害発生基準線の超過の有無に関する学習データとを基準線
超過学習データとし、災害の発生・非発生に対してＲＢＦＮを用いて，前記災害の発生要
因毎に観測された前記観測学習データ及び災害の発生・非発生に関する前記学習データに
よって予め解析されて，前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部
を介して格納される，前記観測学習データに対応した災害の発生・非発生に関するＲＢＦ
Ｎ値をＲＢＦＮ値学習データとし、
　前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，
回帰関数データを読み出しつつ、この回帰関数データに，前記災害発生基準線の超過の有
無に関する前記学習データと前記ＲＢＦＮ値学習データとを前記入力部又は前記データベ
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ースから読み出して代入し、式［８］で示される基準線超過確率関数（Ｑ）を回帰分析す
るための式［５］～［８］を設定する解析条件設定部と、
【数５】

【数６】

【数７】

【数８】

　（但し、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，・・・ｘｒ）は災害発生基準線の超過、非超過に対する生
起を説明するために観測された変数群であり、具体的には災害の発生・非発生に対して，
前記観測学習データ及び災害の発生・非発生に関する学習データを用いて解析された前記
ＲＢＦＮ値を意味し、β０，β１，・・・，βｒは係数である）
 
　前記解析条件設定部において設定された前記式［５］～［８］を用いて、前記ＲＢＦＮ
値に対する災害発生基準線の超過確率を演算するための前記基準線超過確率関数（Ｑ）を
回帰分析する関数分析部と、
　この関数分析部で得られた前記基準線超過確率関数（Ｑ）に、前記データベースから読
み出される前記災害の発生要因毎に観測される観測データに対応するＲＢＦＮ値を入力し
て基準線超過確率を演算する基準線超過確率演算部と、
　を有することを特徴とする災害発生確率評価システム。
【請求項４】
　前記基準線超過確率と、前記データベースに格納された，予め定めた少なくとも１つの
評価用しきい値を読み出し比較して、前記評価用しきい値に対応させた評価を前記基準線
超過確率に対応する評価として選択抽出する評価部を有することを特徴とする請求項３記
載の災害発生確率評価システム。
【請求項５】
　前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，
前記観測学習データと，前記災害の発生・非発生に関する学習データと，前記観測対象箇
所における前記予め観測された観測学習データに対応する予め定められた災害発生基準線
の超過の有無に関する学習データとを基準線超過学習データとし、
　前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，
回帰関数データを読み出しつつ、この回帰関数データに，前記災害発生基準線の超過の有
無に関する前記学習データと前記ＲＢＦＮ値学習データとを前記入力部又は前記データベ
ースから読み出して代入し、式［８］で示される基準線超過確率関数（Ｑ）を回帰分析す
るための式［５］～［８］を設定し、
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【数９】

【数１０】

【数１１】

【数１２】

　（但し、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，・・・ｘｒ）は災害発生基準線の超過、非超過に対する生
起を説明するために観測された変数群であり、具体的には災害の発生・非発生に対して，
前記観測学習データ及び災害の発生・非発生に関する学習データを用いて解析された前記
ＲＢＦＮ値を意味し、β０，β１，・・・，βｒは係数である）
 
　前記関数分析部は、前記災害発生確率関数に加えて、前記解析条件設定部において設定
された前記式［５］～［８］を用いて、前記ＲＢＦＮ値に対する災害発生基準線の超過確
率を演算するための前記基準線超過確率関数（Ｑ）を回帰分析し、
　この関数分析部で得られた前記基準線超過確率関数（Ｑ）に、前記データベースから読
み出される前記災害の発生要因毎に観測される観測データに対応するＲＢＦＮ値を入力し
て基準線超過確率を演算する基準線超過確率演算部と、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の災害発生確率評価システム。
【請求項６】
　前記災害発生確率と、前記データベースに格納された，予め定めた少なくとも１つの第
１の評価用しきい値を読み出し比較して、前記第１の評価用しきい値に対応させた評価を
前記災害発生確率に対応する第１の評価として選択抽出し、前記基準線超過確率と、前記
データベースに格納された，予め定めた少なくとも１つの第２の評価用しきい値を読み出
し比較して、前記第２の評価用しきい値に対応させた評価を前記基準線超過確率に対応す
る第２の評価として選択抽出する評価部を有することを特徴とする請求項５記載の災害発
生確率評価システム。
【請求項７】
　入力部と、この入力部から入力されるデータを格納するデータベースとを有するコンピ
ュータによって、災害発生確率を演算するために実行されるプログラムであって、
　コンピュータに、前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介
して格納される，災害発生の観測対象箇所において災害の発生要因毎に予め観測された観
測学習データと，前記観測対象箇所における前記予め観測された観測学習データに対応す
る災害の発生・非発生に関する学習データとを災害発生学習データとし、
　災害の発生・非発生に対してＲＢＦＮを用いて，前記災害の発生要因毎に観測された前
記観測学習データ及び災害の発生・非発生に関する前記学習データによって予め解析され
て，前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される
，前記観測学習データに対応した災害の発生・非発生に関するＲＢＦＮ値をＲＢＦＮ値学
習データとし、
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　前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，
回帰関数データを読み出しつつ、この回帰関数データに，前記災害の発生・非発生に関す
る前記学習データと前記ＲＢＦＮ値学習データのピーク値とを前記入力部又は前記データ
ベースから読み出して代入し、式［４］で示される災害発生確率関数（Ｐ）を回帰分析す
るための式［１］～［４］を設定し、これらを用いて、前記ＲＢＦＮ値に対する災害発生
確率を演算するための前記災害発生確率関数（Ｐ）を回帰分析する関数モデル分析工程と
、
 
【数１３】

【数１４】

【数１５】

【数１６】

　（但し、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，・・・ｘｒ）は発生確率をその現象の生起を説明するため
に観測された変数群であり、具体的には災害の発生・非発生に対して，前記観測学習デー
タ及び災害の発生・非発生に関する学習データを用いて解析された前記ＲＢＦＮ値のピー
ク値を意味し、β０，β１，・・・，βｒは係数である）
　
　この関数モデル分析工程で得られた前記災害発生確率関数（Ｐ）に、前記データベース
から読み出される前記災害の発生要因毎に観測される観測データに対応するＲＢＦＮ値の
ピーク値を入力して災害発生確率を演算する災害発生確率演算工程と
　を実行させることを特徴とする災害発生確率評価プログラム。
【請求項８】
　入力部と、この入力部から入力されるデータを格納するデータベースとを有するコンピ
ュータによって、災害発生確率及び基準線超過確率を演算するために実行されるプログラ
ムであって、
　コンピュータに、前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介
して格納される，災害発生の観測対象箇所において災害の発生要因毎に予め観測された観
測学習データと，前記観測対象箇所における前記予め観測された観測学習データに対応す
る災害の発生・非発生に関する学習データとを災害発生学習データとし、
　災害の発生・非発生に対してＲＢＦＮを用いて，前記災害の発生要因毎に観測された前
記観測学習データ及び災害の発生・非発生に関する前記学習データによって予め解析され
て，前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される
，前記観測学習データに対応した災害の発生・非発生に関するＲＢＦＮ値をＲＢＦＮ値学
習データとし、
　前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，
回帰関数データを読み出しつつ、この回帰関数データに，前記災害の発生・非発生に関す
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る前記学習データと前記ＲＢＦＮ値学習データのピーク値とを前記入力部又は前記データ
ベースから読み出して代入し、式［４］で示される災害発生確率関数（Ｐ）を回帰分析す
るための式［１］～［４］を設定し、これらを用いて、前記ＲＢＦＮ値に対する災害発生
確率を演算するための前記災害発生確率関数（Ｐ）を回帰分析する第１の関数モデル分析
工程と、
 
【数１７】

【数１８】

【数１９】

【数２０】

　（但し、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，・・・ｘｒ）は発生確率をその現象の生起を説明するため
に観測された変数群であり、具体的には災害の発生・非発生に対して，前記観測学習デー
タ及び災害の発生・非発生に関する学習データを用いて解析された前記ＲＢＦＮ値のピー
ク値を意味し、β０，β１，・・・，βｒは係数である）
　
　前記観測学習データと，前記災害の発生・非発生に関する学習データと，前記観測対象
箇所における前記予め観測された観測学習データに対応する予め定められた災害発生基準
線の超過の有無に関する学習データとを基準線超過学習データとし、
　前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，
回帰関数データを読み出しつつ、この回帰関数データに，前記災害発生基準線の超過の有
無に関する前記学習データと前記ＲＢＦＮ値学習データとを前記入力部又は前記データベ
ースから読み出して代入し、式［８］で示される基準線超過確率関数（Ｑ）を回帰分析す
るための式［５］～［８］を設定し、これらを用いて、前記ＲＢＦＮ値に対する災害発生
基準線の超過確率を演算するための前記基準線超過確率関数（Ｑ）を回帰分析する第２の
関数モデル分析工程と、

 

【数２１】

【数２２】
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【数２３】

【数２４】

　（但し、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，・・・ｘｒ）は災害発生基準線の超過、非超過に対する生
起を説明するために観測された変数群であり、具体的には災害の発生・非発生に対して，
前記観測学習データ及び災害の発生・非発生に関する学習データを用いて解析された前記
ＲＢＦＮ値を意味し、β０，β１，・・・，βｒは係数である）
 
　前記第１の関数モデル分析工程で得られた前記災害発生確率関数（Ｐ）に、前記データ
ベースから読み出される前記災害の発生要因毎に観測される観測データに対応するＲＢＦ
Ｎ値のピーク値を入力して災害発生確率を演算する災害発生確率演算工程と、
　前記第２の関数モデル分析工程で得られた前記基準線超過確率関数（Ｑ）に、前記デー
タベースから読み出される前記災害の発生要因毎に観測される観測データに対応するＲＢ
ＦＮ値を入力して基準線超過確率を演算する基準線超過確率演算工程と、
　を実行させることを特徴とする災害発生確率評価プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、降雨を誘因として斜面あるいは渓流で発生する土砂災害、あるいは地震や火
山活動によって発生する災害や河川災害あるいは道路災害など自然災害の発生に関する確
率評価を行うための災害発生確率評価システムとそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　我が国は、国土の約７割が山地で地質的にも脆弱な地域が多いという地理的条件から、
毎年のように土砂災害が多発しており、しかも時間雨量が５０ｍｍ以上の集中豪雨は年々
増加傾向にある。また、土砂災害の発生件数は過去１０年の平均で約１，０００件発生し
ており、多大な被害を与えているが、コストのかかるハード対策の整備率は約２０％と依
然として低い状況である。そのため、ソフト対策が急務となっており、平成１３年度から
の「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の施行により、
宅地開発の規制や住民への周知、警戒避難体制の整備等が進められてきた。
　そこで従来、例えば、防災・補修事業計画の立案支援などのために実際の災害・事故・
補修の発生あるいは非発生に関するデータをコンピュータ処理することで精度の高い情報
を得る研究を実施して、本発明者らは既に、がけ崩れの発生予測に用いられる発生降雨、
非発生降雨の判別境界線であるがけ崩れの発生限界線や、避難基準線、警戒基準線を設定
する方法について非特許文献１に示されるように発表している。
　非特許文献１では、複雑な自然現象を直線近似せず、高精度の発生限界線等を設定する
ことを目的として、非線形判別に優れた放射状基底関数ネットワーク手法（Radial Basis
 Function Network：以下、ＲＢＦＮという場合がある）を用い、地域毎の非線形がけ崩
れ発生限界雨量線を設定する方法を提案している。本非特許文献１に開示される技術では
、ＲＢＦＮを用いて、その学習機能を利用して最適な中間層と出力層の重みを決定するこ
とによって非線形がけ崩れ発生限界雨量線を設定している。
【０００３】
　また、特許文献１においては、「災害対策支援システム」として、災害発生時に実行す
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べき災害対策を自動的に選択して表示し、その進捗状況を併せて示す手段を備えたシステ
ムが開示されている。
　本特許文献１に開示される災害対策支援システムは、基本的にはｉｆ－ｔｈｅｎ形式で
、予め発生する事象とそれに対応する対策を関連付けて格納された対策リストを読み出し
て、対応するものである。災害時に精神的、時間的、人的に余裕のない状況で、的確な判
断を可能とすべくなされたものである。また、標準的な作業時間と実働時に要した作業時
間及び対策可能な残り時間を表示することで、対策進捗状況をリアルタイムに把握するこ
とが可能であると同時に、重要度の高い対策と低い対策を取捨選択するためにも用いるこ
とができる。
【０００４】
　さらに、特許文献２においては、非特許文献１に開示される技術を警戒避難システムに
応用した発明が開示されている。本特許文献２に開示された発明では、災害に影響を及ぼ
す地形要因、地質・土質要因、環境要因及び地震要因を踏まえた上で、短期降雨指標とし
て、例えば発生時刻から３時間以内の最大時間雨量を、また、長期降雨指標として、例え
ばその時刻における半減期を７２時間とした実効雨量を用いて、土砂災害発生危険基準線
（以下、ＣＬという場合もある。）を演算するものである。
　このようにして得られたＣＬを用いることで、信頼性の高い警戒避難支援システムを提
供することが可能である。
　さらに、非特許文献２には、地形・地質要因（以下、地形要因という。）と降雨要因を
用いて、ラフ集合により土石流の発生・非発生ルールの作成を行い、災害発生の起因とな
った要因の追求を行う研究が開示されている。この研究は、数理的な手法を導入すること
により客観的な災害発生条件を探求するものである。
　また、土砂災害の予測手法についても約３０年前から研究が進められており、平成１７
年度に「国土交通省と気象庁の連携による土砂災害警戒避難基準雨量の設定手法（案）」
が取りまとめられた。これに伴い、土砂災害警戒情報の提供が全国的に展開され、本格運
用を始めた地方自治体も増加し、検証事例が蓄積され始めている。
　現在、先の土砂災害警戒避難基準雨量の設定手法（案）では、過去の非発生降雨を基本
にＲＢＦネットワーク手法による統計解析を行い、客観的かつ予測精度の高い非線形のＣ
Ｌが設定されている。また、避難勧告等の発令の判断に利用される予測雨量についても、
気象庁を中心に日々精度を高めるための研究開発が行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２３０２３５号公報
【特許文献２】特開２００３－１８４０９８号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】倉本和正　他５名：RBFネットワークを用いた非線形がけ崩れ発生限界
雨量線の設定に関する研究、土木学会論文集Ｎｏ．６７２／ＶＩ－５０，ｐｐ．１１７－
１３２，２００１．３
【非特許文献２】岡本正男　他４名：ラフ集合を用いたデータマイニングによる土砂移動
現象の重要要因及びルール抽出に関する研究、砂防学会誌　Ｖｏｌ．５４，Ｎｏ．６，ｐ
．４－１５，２００２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、先の土砂災害警戒避難基準雨量の設定手法（案）についての運用も４年
が経過し、すでにいくつか課題が生じている。
　例えば、（１）非発生降雨の密度分布を表すＲＢＦＮ値自体の意味が災害の危険性を示
すものではないため、行政担当者や住民が理解しにくい点が挙げられる。このことは、こ
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の設定手法（案）以外の場合においても課題として挙げられる。すなわち、解析手法にＲ
ＢＦＮを用いた場合のみならず、ＣＬなどの災害発生基準線を求める解析全般、あるいは
ＲＢＦＮ以外であっても解析によって得られたＣＬ等の災害発生基準線といわゆるスネー
クラインとの関係が災害の危険性を直接示すものではないということにも関係がある。次
に、（２）ＣＬなど災害発生基準線の超過予測に用いられる予測雨量の精度は向上してい
るものの、雨量などの自然災害発生要因との関係で時々刻々と変動する避難準備情報の経
時変化に対する信頼性に欠ける点などが挙げられる。さらに、災害が発生するよりも早く
避難行動をとることを目的として、気象庁の配信する予測雨量を用いた試みがなされてき
たが、予測雨量の精度が十分ではなく、実用上は問題を残した状態であった点も挙げられ
る。
　このような課題は、すでに公開されている非特許文献１及び特許文献１においても同様
である。これらに開示された発明でも、災害の発生限界線や、避難基準線、警戒基準線を
設定することに主眼を置いており、ある特定の地域あるいは一定の条件毎にまとめられた
地域グループにおいて、短期降雨指標や長期降雨指標等の自然災害発生要因における指標
がどの程度に至れば災害の発生の危険性があるのかを客観的に評価することに留まってい
た。
　これでは、客観的、定量的な評価であっても、災害の発生限界線や、避難基準線、警戒
基準線に関するものとなり、これらから実際に自然災害に対する要因が時々刻々と変化し
ている状態、たとえば雨が降っている状態における災害の発生確率のような定量的な評価
、あるいはこの定量的な評価の経時変化の信頼性を担保することが困難であるという課題
があった。
【０００８】
　また、非特許文献２においては、ラフ集合による分析結果のみでできるだけ多くの災害
の発生・非発生を説明しようとしているため、非常に多様なルールが作成されてしまうと
いう課題があった。これは、母集団データに含まれるノイズ的なデータ（局所的かつ特例
的な条件により災害が発生・非発生となっているデータ）の影響が大きいことが推測され
る。
　ルールが多様過ぎては、精度は高くなっても、効率的に評価を実施することが難しくな
ってしまう。すなわち、その各々のルールでカバーできる地点や箇所が少なくなってしま
い、結局災害の発生・非発生に関する評価を行うことが難しくなるのである。すなわち、
災害の発生・非発生に対する高精度かつ効率的な評価を実施することができないという課
題があった。このことは、非特許文献１及び特許文献１においても同様であった。
【０００９】
　本発明は、かかる従来の事情に対処してなされたものであり、降雨を誘因として斜面あ
るいは渓流で発生する土砂災害、あるいは地震や火山活動によって発生する災害や河川災
害あるいは道路災害など自然災害に対して、ＲＢＦＮ値を用いた回帰分析により、災害発
生の危険性を一般的に理解しやすい確率として評価し、また、避難準備情報として有用な
基準線超過予測についても一般的に理解しやすい確率として評価し、それらの経時的な変
化についても評価が可能な災害発生確率評価システムとそのプログラムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、請求項１記載の発明である災害発生確率評価システムは、入
力部と、この入力部から入力されるデータを格納するデータベースとを有し、前記入力部
から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，災害発生の観
測対象箇所において災害の発生要因毎に予め観測された観測学習データと，前記観測対象
箇所における前記予め観測された観測学習データに対応する災害の発生・非発生に関する
学習データとを災害発生学習データとし、災害の発生・非発生に対して放射状基底関数ネ
ットワーク手法（以下、ＲＢＦＮという。）を用いて，前記災害の発生要因毎に観測され
た前記観測学習データ及び災害の発生・非発生に関する前記学習データによって予め解析
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されて，前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納さ
れる，前記観測学習データに対応した災害の発生・非発生に関するＲＢＦＮ値をＲＢＦＮ
値学習データとし、前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介
して格納される，回帰関数データを読み出しつつ、この回帰関数データに，前記災害の発
生・非発生に関する前記学習データと前記ＲＢＦＮ値学習データのピーク値とを前記入力
部又は前記データベースから読み出して代入し、式［４］で示される災害発生確率関数（
Ｐ）を回帰分析するための式［１］～［４］を設定する解析条件設定部と、
【数１】

【数２】

【数３】

【数４】

　（但し、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，・・・ｘｒ）は発生確率をその現象の生起を説明するため
に観測された変数群であり、具体的には災害の発生・非発生に対して，前記観測学習デー
タ及び災害の発生・非発生に関する学習データを用いて解析された前記ＲＢＦＮ値のピー
ク値を意味し、β０，β１，・・・，βｒは係数である）
 
　前記解析条件設定部において設定された前記式［１］～［４］を用いて、前記ＲＢＦＮ
値に対する災害発生確率を演算するための前記災害発生確率関数（Ｐ）を回帰分析する関
数分析部と、この関数分析部で得られた前記災害発生確率関数（Ｐ）に、前記データベー
スから読み出される前記災害の発生要因毎に観測される観測データに対応するＲＢＦＮ値
のピーク値を入力して災害発生確率を演算する災害発生確率演算部と、を有することを特
徴とするものである。
　なお、本願発明において「災害の発生・非発生」は、いずれか一方のみの場合も含む概
念である。すなわち、災害の発生・非発生に関する学習データには、災害の非発生のみに
関する学習データや災害の発生のみに関する学習データも含まれる。請求項１に記載され
る発明のみならず、この後の請求項に記載される発明及びそれらに対する実施例において
も同様である。
【００１１】
　請求項２記載の発明である災害発生確率評価システムは、請求項１記載の災害発生確率
評価システムにおいて、前記災害発生確率と、前記データベースに格納された，予め定め
た少なくとも１つの評価用しきい値を読み出し比較して、前記評価用しきい値に対応させ
た評価を前記災害発生確率に対応する評価として選択抽出する評価部を有することを特徴
とするものである。
【００１２】
また、請求項３に記載の発明である災害発生確率評価システムは、入力部と、この入力部
から入力されるデータを格納するデータベースとを有し、前記入力部から入力されるか又
は前記データベースに前記入力部を介して格納される，災害発生の観測対象箇所において
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災害の発生要因毎に予め観測された観測学習データと，前記観測対象箇所における前記予
め観測された観測学習データに対応する災害の発生・非発生に関する学習データと，前記
観測対象箇所における前記予め観測された観測学習データに対応する予め定められた災害
発生基準線の超過の有無に関する学習データとを基準線超過学習データとし、災害の発生
・非発生に対してＲＢＦＮを用いて，前記災害の発生要因毎に観測された前記観測学習デ
ータ及び災害の発生・非発生に関する前記学習データによって予め解析されて，前記入力
部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，前記観測学
習データに対応した災害の発生・非発生に関するＲＢＦＮ値をＲＢＦＮ値学習データとし
、前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，
回帰関数データを読み出しつつ、この回帰関数データに，前記災害発生基準線の超過の有
無に関する前記学習データと前記ＲＢＦＮ値学習データとを前記入力部又は前記データベ
ースから読み出して代入し、式［８］で示される基準線超過確率関数（Ｑ）を回帰分析す
るための式［５］～［８］を設定する解析条件設定部と、
【数５】

【数６】

【数７】

【数８】

　（但し、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，・・・ｘｒ）は災害発生基準線の超過、非超過に対する生
起を説明するために観測された変数群であり、具体的には災害の発生・非発生に対して，
前記観測学習データ及び災害の発生・非発生に関する学習データを用いて解析された前記
ＲＢＦＮ値を意味し、β０，β１，・・・，βｒは係数である）
 
　前記解析条件設定部において設定された前記式［５］～［８］を用いて、前記ＲＢＦＮ
値に対する災害発生基準線の超過確率を演算するための前記基準線超過確率関数（Ｑ）を
回帰分析する関数分析部と、この関数分析部で得られた前記基準線超過確率関数（Ｑ）に
、前記データベースから読み出される前記災害の発生要因毎に観測される観測データに対
応するＲＢＦＮ値を入力して基準線超過確率を演算する基準線超過確率演算部と、を有す
ることを特徴とするものである。
　なお、本願発明において「災害発生基準線」は、土砂災害の発生の危険性を判断する基
準線や警戒・避難活動の判断に必要な基準線を意味し、例えば、災害発生危険基準線（Ｃ
Ｌ）や避難基準線（ＥＬ）、警戒基準線（ＷＬ）などが該当するが、特にこれらの基準線
に限定するものではなく、災害発生に関係する基準線であればよい。請求項３に記載され
る発明のみならず、この後の請求項に記載される発明及びそれらに対する実施例において
も同様である。
【００１３】
　請求項４に記載の災害発生確率評価システムでは、請求項３に記載の災害発生確率評価
システムにおいて、前記基準線超過確率と、前記データベースに格納された，予め定めた
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少なくとも１つの評価用しきい値を読み出し比較して、前記評価用しきい値に対応させた
評価を前記基準線超過確率に対応する評価として選択抽出する評価部を有することを特徴
とするものである。
【００１４】
　請求項５記載の発明である災害発生確率評価システムは、請求項１記載の災害発生確率
評価システムにおいて、前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部
を介して格納される，前記観測学習データと，前記災害の発生・非発生に関する学習デー
タと，前記観測対象箇所における前記予め観測された観測学習データに対応する予め定め
られた災害発生基準線の超過の有無に関する学習データとを基準線超過学習データとし、
前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，回
帰関数データを読み出しつつ、この回帰関数データに，前記災害発生基準線の超過の有無
に関する前記学習データと前記ＲＢＦＮ値学習データとを前記入力部又は前記データベー
スから読み出して代入し、式［８］で示される基準線超過確率関数（Ｑ）を回帰分析する
ための式［５］～［８］を設定し、

【数９】

【数１０】

【数１１】

【数１２】

　（但し、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，・・・ｘｒ）は災害発生基準線の超過、非超過に対する生
起を説明するために観測された変数群であり、具体的には災害の発生・非発生に対して，
前記観測学習データ及び災害の発生・非発生に関する学習データを用いて解析された前記
ＲＢＦＮ値を意味し、β０，β１，・・・，βｒは係数である）
 
　前記関数分析部は、前記災害発生確率関数に加えて、前記解析条件設定部において設定
された前記式［５］～［８］を用いて、前記ＲＢＦＮ値に対する災害発生基準線の超過確
率を演算するための前記基準線超過確率関数（Ｑ）を回帰分析し、この関数分析部で得ら
れた前記基準線超過確率関数（Ｑ）に、前記データベースから読み出される前記災害の発
生要因毎に観測される観測データに対応するＲＢＦＮ値を入力して基準線超過確率を演算
する基準線超過確率演算部と、を有することを特徴とするものである。
【００１５】
　請求項６記載の発明である災害発生確率評価システムは、請求項５記載の災害発生確率
評価システムにおいて、前記災害発生確率と、前記データベースに格納された，予め定め
た少なくとも１つの第１の評価用しきい値を読み出し比較して、前記第１の評価用しきい
値に対応させた評価を前記災害発生確率に対応する第１の評価として選択抽出し、前記基
準線超過確率と、前記データベースに格納された，予め定めた少なくとも１つの第２の評
価用しきい値を読み出し比較して、前記第２の評価用しきい値に対応させた評価を前記基
準線超過確率に対応する第２の評価として選択抽出する評価部を有することを特徴とする
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ものである。
【００１６】
　請求項７記載の発明である災害発生確率評価プログラムは、入力部と、この入力部から
入力されるデータを格納するデータベースとを有するコンピュータによって、災害発生確
率を演算するために実行されるプログラムであって、コンピュータに、前記入力部から入
力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，災害発生の観測対象
箇所において災害の発生要因毎に予め観測された観測学習データと，前記観測対象箇所に
おける前記予め観測された観測学習データに対応する災害の発生・非発生に関する学習デ
ータとを災害発生学習データとし、災害の発生・非発生に対してＲＢＦＮを用いて，前記
災害の発生要因毎に観測された前記観測学習データ及び災害の発生・非発生に関する前記
学習データによって予め解析されて，前記入力部から入力されるか又は前記データベース
に前記入力部を介して格納される，前記観測学習データに対応した災害の発生・非発生に
関するＲＢＦＮ値をＲＢＦＮ値学習データとし、前記入力部から入力されるか又は前記デ
ータベースに前記入力部を介して格納される，回帰関数データを読み出しつつ、この回帰
関数データに，前記災害の発生・非発生に関する前記学習データと前記ＲＢＦＮ値学習デ
ータのピーク値とを前記入力部又は前記データベースから読み出して代入し、式［４］で
示される災害発生確率関数（Ｐ）を回帰分析するための式［１］～［４］を設定し、これ
らを用いて、前記ＲＢＦＮ値に対する災害発生確率を演算するための前記災害発生確率関
数（Ｐ）を回帰分析する関数モデル分析工程と、
【数１３】

【数１４】

【数１５】

【数１６】

　（但し、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，・・・ｘｒ）は発生確率をその現象の生起を説明するため
に観測された変数群であり、具体的には災害の発生・非発生に対して，前記観測学習デー
タ及び災害の発生・非発生に関する学習データを用いて解析された前記ＲＢＦＮ値のピー
ク値を意味し、β０，β１，・・・，βｒは係数である）
　
　この関数モデル分析工程で得られた前記災害発生確率関数（Ｐ）に、前記データベース
から読み出される前記災害の発生要因毎に観測される観測データに対応するＲＢＦＮ値の
ピーク値を入力して災害発生確率を演算する災害発生確率演算工程とを実行させることを
特徴とするものである。
【００１７】
　請求項８記載の発明である災害発生確率評価プログラムは、入力部と、この入力部から
入力されるデータを格納するデータベースとを有するコンピュータによって、災害発生確
率及び基準線超過確率を演算するために実行されるプログラムであって、コンピュータに
、前記入力部から入力されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，
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前記観測対象箇所における前記予め観測された観測学習データに対応する災害の発生・非
発生に関する学習データとを災害発生学習データとし、災害の発生・非発生に対してＲＢ
ＦＮを用いて，前記災害の発生要因毎に観測された前記観測学習データ及び災害の発生・
非発生に関する前記学習データによって予め解析されて，前記入力部から入力されるか又
は前記データベースに前記入力部を介して格納される，前記観測学習データに対応した災
害の発生・非発生に関するＲＢＦＮ値をＲＢＦＮ値学習データとし、前記入力部から入力
されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，回帰関数データを読み
出しつつ、この回帰関数データに，前記災害の発生・非発生に関する前記学習データと前
記ＲＢＦＮ値学習データのピーク値とを前記入力部又は前記データベースから読み出して
代入し、式［４］で示される災害発生確率関数（Ｐ）を回帰分析するための式［１］～［
４］を設定し、これらを用いて、前記ＲＢＦＮ値に対する災害発生確率を演算するための
前記災害発生確率関数（Ｐ）を回帰分析する第１の関数モデル分析工程と、
【数１７】

【数１８】

【数１９】

【数２０】

　（但し、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，・・・ｘｒ）は発生確率をその現象の生起を説明するため
に観測された変数群であり、具体的には災害の発生・非発生に対して，前記観測学習デー
タ及び災害の発生・非発生に関する学習データを用いて解析された前記ＲＢＦＮ値のピー
ク値を意味し、β０，β１，・・・，βｒは係数である）
　
　前記観測学習データと，前記災害の発生・非発生に関する学習データと，前記観測対象
箇所における前記予め観測された観測学習データに対応する予め定められた災害発生基準
線の超過の有無に関する学習データとを基準線超過学習データとし、前記入力部から入力
されるか又は前記データベースに前記入力部を介して格納される，回帰関数データを読み
出しつつ、この回帰関数データに，前記災害発生基準線の超過の有無に関する前記学習デ
ータと前記ＲＢＦＮ値学習データとを前記入力部又は前記データベースから読み出して代
入し、式［８］で示される基準線超過確率関数（Ｑ）を回帰分析するための式［５］～［
８］を設定し、これらを用いて、前記ＲＢＦＮ値に対する災害発生基準線の超過確率を演
算するための前記基準線超過確率関数（Ｑ）を回帰分析する第２の関数モデル分析工程と
、
【数２１】
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【数２２】

【数２３】

【数２４】

　（但し、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，・・・ｘｒ）は災害発生基準線の超過、非超過に対する生
起を説明するために観測された変数群であり、具体的には災害の発生・非発生に対して，
前記観測学習データ及び災害の発生・非発生に関する学習データを用いて解析された前記
ＲＢＦＮ値を意味し、β０，β１，・・・，βｒは係数である）
 
　前記第１の関数モデル分析工程で得られた前記災害発生確率関数（Ｐ）に、前記データ
ベースから読み出される前記災害の発生要因毎に観測される観測データに対応するＲＢＦ
Ｎ値のピーク値を入力して災害発生確率を演算する災害発生確率演算工程と、前記第２の
関数モデル分析工程で得られた前記基準線超過確率関数（Ｑ）に、前記データベースから
読み出される前記災害の発生要因毎に観測される観測データに対応するＲＢＦＮ値を入力
して基準線超過確率を演算する基準線超過確率演算工程と、を実行させることを特徴とす
るものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、降雨を誘因として斜面あるいは渓流で発生する土砂災害、あるいは地震や火
山活動によって発生する災害や河川災害あるいは道路災害など自然災害に対して、ＲＢＦ
Ｎを用いた分析を行うが、この分析自体の精度を向上するのではなく、この分析をベース
に災害発生の危険性を確率という定量的な尺度で表現することで、行政担当者や一般住民
などのユーザーに対して理解の促進を図ることが可能である。
　また、災害発生に対する確率のみならず、災害発生基準線を超過する確率を予測可能と
することで、自然災害の発生要因が時々刻々と変化している場合に、この基準線の超過確
率を用いて避難準備情報として取り扱うことが可能であり、この避難準備情報の重要性を
経時的かつ定量的に示すことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態に係る災害発生確率評価システムの構成図である。
【図２】災害発生確率評価システムにおいて実行される演算の工程を示すフローチャート
である。
【図３】ＲＢＦＮを用いた統計解析の結果の一例を示す概念図である。
【図４】ロジスティック関数を表す曲線を示す概念図である。
【図５】実施例で使用した学習地域及びテスト地域を示す位置図である。
【図６】（ａ）は一連降雨のピークで災害が発生する場合の災害発生確率モデルの構築に
用いるＲＢＦＮ値のピーク値を説明するための概念図であり、（ｂ）は一連降雨のピーク
後に災害が発生する場合の災害発生確率モデルの構築に用いるＲＢＦＮ値のピーク値を説
明するための概念図である。
【図７】（ａ）は一連降雨のピーク後に災害が発生する場合の災害発生確率モデルの構築
に用いるＲＢＦＮ値のピーク値を説明するための概念図であり、（ｂ）は一連降雨のピー
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ク前に災害が発生する場合の災害発生確率モデルの構築に用いるＲＢＦＮ値のピーク値を
説明するための概念図である。
【図８】（ａ）は一連降雨のピーク前に災害が発生する場合の災害発生確率モデルの構築
に用いるＲＢＦＮ値のピーク値を説明するための概念図であり、（ｂ）は一連の降雨で災
害が発生しない場合の災害発生確率モデルの構築に用いるＲＢＦＮ値のピーク値を説明す
るための概念図である。
【図９】（ａ）、（ｂ）いずれも一連の降雨で災害が発生しない場合の災害発生確率モデ
ルの構築に用いるＲＢＦＮ値のピーク値を説明するための概念図である。
【図１０】学習地域における災害発生確率Ｐ（ｘ）と実際の発生率の相関を示すグラフで
ある。
【図１１】テスト地域における災害発生確率Ｐ（ｘ）と実際の発生率の相関を示すグラフ
である。
【図１２】実施例２の災害発生確率評価システムを用いて、ＲＢＦＮ値０．１毎に対する
災害発生確率Ｐ（ｘ）を算出した結果を示すグラフである。
【図１３】実施例２の災害発生確率評価システムを用いて演算した１時間後のＣＬ超過確
率π（ｘ）を、ＣＬ（０．７）の内側に、１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）＝１０％（内
側）～９０％（外側）のラインとして示したグラフである。
【図１４】実施例１，２の災害発生確率評価システムを用いて演算した災害発生確率と１
時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）を両方時系列に沿って示す運用のイメージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態に係る災害発生確率評価システム及び災害発生確率評価プロ
グラムについて図１及び図２を参照しながら説明する。
　図１は災害発生確率評価システムの構成図であり、図２は災害発生確率評価システムに
おいて実行される演算の工程を示すフローチャートである。
　図１において、災害発生確率評価システム１は、大きくいうと、入力部２、関数分析部
３、第１データベース４、第１解析部５、第２解析部６、第２データベース７、評価部８
及び出力部９から構成されている。
　入力部２は、第１データベース４や第２データベース７に格納されるＲＢＦＮ値学習デ
ータ１２や災害発生学習データ１３ａ及び基準線超過学習データ１３ｂあるいは回帰関数
データ１４、観測・点検データ１９等、第１データベース４及び第２データベース７内に
示される各データを予め入力して読み出し可能に格納しておくために用いられる。この入
力部２から入力されるそれぞれのデータは、図１には矢印として示されていないものの直
接第１データベース４や第２データベース７へ入力が可能となっている。また、関数分析
部３に対して、ＲＢＦＮ値学習データ１２、災害発生学習データ１３ａ及び基準線超過学
習データ１３ｂあるいは回帰関数データ１４を直接入力するためにも用いられる。入力部
２としての具体例には、キーボード、マウス、ペンタブレット、光学式の読み取り装置あ
るいは、コンピュータ等の解析装置や計測機器等から通信回線を介してデータを受信する
受信装置など複数種類の装置からなり目的に応じた使い分け可能な装置が考えられる。
　また、出力部９としては、具体的にはＣＲＴ、液晶、プラズマあるいは有機ＥＬなどに
よるディスプレイ装置、あるいはプリンタ装置などの表示装置、さらには外部装置への伝
送を行うためのトランスミッタなどの発信装置などが考えられる。
　関数分析部３は、解析条件設定部１０及び回帰分析部１１から構成されるものである。
　この関数分析部３は、第１解析部５や第２解析部６において実行される災害発生確率や
基準線超過確率を演算するためのロジスティック回帰分析関数を求めるために設けられる
ものであり、解析条件設定部１０でロジスティック回帰分析関数を求めるための解析条件
を設定し、回帰分析部１１では解析条件設定部１０で設定された解析条件に基づいてロジ
スティック回帰分析を実施して関数を求める。
　なお、本実施の形態における基準線超過確率とは、土砂災害の発生の危険性を判断する
基準線や警戒・避難活動の判断に必要な基準線のうち、少なくとも1つ以上の基準線を越
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　実施例においては、基準線の代表例として、災害発生危険基準線（ＣＬ）を用いて説明
しているが、ＣＬに限定するものではなく、避難基準線（ＥＬ）や警戒基準線（ＷＬ）で
もよく、あるいはその他の基準線でもよい。
　実施例ではそれぞれの基準線についての実施例は説明しないものの、それぞれの基準が
異なるだけで解析の手法などは共通しているため、ＣＬを解析することでその他の基準線
については容易に類推することが可能である。
【００２１】
　ここで本願発明の実施の形態において採用されているＲＢＦＮ手法による統計解析によ
って求められるＲＢＦＮ値とこれを用いるロジスティック回帰分析について説明する。
　現行手法によるＲＢＦＮ値は非発生降雨の発現確率を表し、図３のように設定される。
また、ＲＢＦＮ値は災害発生の危険性を直接に表しているものではない。そこで、本願発
明においては、土砂災害発生の危険性を表す指標としては確率値による表現が有効である
と考え、ロジスティック回帰分析を用いることとしたのである。
　ロジスティック回帰分析とはベルヌーイ分布に従う変数の統計的回帰モデルの一種で、
独立変数が量的、従属変数が質的な変数の場合に用いられる二値変数に対する回帰分析で
ある。一般にある現象の発生する確率Ｐをその現象の生起を説明するために観測された変
数群（式（１））で説明しようとする場合、この変数群（式（１））という状態のもとで
、現象が発生するという条件付き確率をＰ（ｘ）で表し、これを多くの場合、式（２）で
表すような関数Ｆを用いてモデル化する。
【００２２】

【数２５】

【００２３】
【数２６】

【００２４】
　ここで、ｒ個の変数の影響を線形な合成関数をＺ（式（３））とし、さらに、関数Ｆに
Ｚのロジスティック関数（式（４））を代入して得られた式が、次のロジスティック回帰
分析を用いた関数（式（５））である。
【００２５】
【数２７】

【００２６】
【数２８】

【００２７】
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【数２９】

【００２８】
　ロジスティック関数を表す曲線は図４に示す通りであり、確率Ｐ（ｘ）は０と１の間(
０％～１００％)の値をとる。この図４に示される形態の関数Ｐ（ｘ）が回帰関数データ
１４となる。本実施の形態においては、式（３）で表現される合成関数Ｚの変数ｘにＲＢ
ＦＮ値を採用して、Ｐ（ｘ）として災害発生確率及び基準線超過確率を適用させている。
本実施の形態に係る災害発生確率評価システム及び災害発生確率評価プログラムでは、こ
れらの災害発生確率と基準線超過確率の評価が高い精度で成立することを見出し、これら
の確率演算を通じて、災害発生確率の評価を可能とするシステムとプログラムを発明した
のである。なお、本実施の形態においては、災害の発生確率を演算するための災害発生確
率関数をロジスティック回帰分析によって得たが、独立変数が量的、従属変数が質的な変
数の場合に用いられる二値変数に対する回帰分析で災害発生確率関数を得ることが可能で
あれば、特にロジスティック回帰分析に限定するものではなく、他の回帰分析を用いても
よい。
　関数分析部３の解析条件設定部１０では、予め入力部２を用いて第１データベース４に
格納された回帰関数データ１４を第１データベース４から読み出し、あるいは入力部２を
介して直接読み込み、解析条件を設定する。解析条件の具体例としては、第１データベー
ス４から選択されるＲＢＦＮ値学習データ１２、災害発生学習データ１３ａあるいは基準
線超過学習データ１３ｂの決定がある。すなわち、いずれの地域及び時期におけるＲＢＦ
Ｎ値学習データ１２、災害発生学習データ１３ａあるいは基準線超過学習データ１３ｂを
選択、決定するかを解析条件設定部１０において設定するものである。
　これらのＲＢＦＮ値学習データ１２、災害発生学習データ１３ａあるいは基準線超過学
習データ１３ｂについても予め入力部２を介して第１データベース４に入力されるが、関
数分析部３の解析時に入力部２から直接関数分析部３へ入力されてもよい。その際には解
析条件設定部１０では、その入力されたＲＢＦＮ値学習データ１２及び災害発生学習デー
タ１３ａあるいは基準線超過学習データ１３ｂが解析条件として設定されることになる。
【００２９】
　回帰分析部１１では、解析条件設定部１０で設定された解析条件に基づいて回帰分析を
実施して、災害発生確率関数あるいは基準線超過確率関数を求める。具体的には式（５）
を求めるが、その中の合成関数Ｚの式（３）に示される係数（β）を求める。
　関数分析部３の回帰分析部１１で解析された災害発生確率関数及び基準線超過確率関数
は、合成関数の係数、すなわち災害発生確率関数係数データ２０と基準線超過確率関数係
数データ２１として第２データベース７に格納される。
【００３０】
　次に、図１に戻り、第１データベース４について説明する。この第１データベース４は
、すでに述べたとおり、関数分析部３に読みだされる解析条件や関数に関するデータを格
納するものであり、具体的にはＲＢＦＮ値学習データ１２、災害発生学習データ１３ａ、
基準線超過学習データ１３ｂ及び回帰関数データ１４が格納されている。前述のとおり、
これらのデータは入力部２を介して格納される。
【００３１】
　次に、第１解析部５及び第２解析部６について説明する。
　第１解析部５は、解析関数設定部１５及び災害発生確率演算部１６から構成されるもの
であり、ある地域における災害発生確率を演算するものである。
　解析関数設定部１５は、関数分析部３によって解析された災害発生確率関数を設定する
ものであり、具体的には、第２データベース７に格納された災害発生確率関数係数データ
２０を読み出して解析に用いる関数を選択・決定する。また、解析関数設定部１５は災害
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発生確率を演算する地域を特定して、その地域における観測・点検データ１９を第２デー
タベース７から読み出して、解析に用いる関数を選択・決定する。
　次に、災害発生確率演算部１６では、解析関数設定部１５で設定された災害発生確率関
数と解析地域における観測・点検データ１９を用いて災害発生確率を演算するものである
。
　災害発生確率演算部１６で解析された災害発生確率については、災害発生確率演算部１
６が災害発生確率データ２２として、第２データベース７に読み出し可能に格納される。
　第２解析部６は、解析関数設定部１７及び基準線超過確率演算部１８から構成されるも
のであり、ある地域のある時間における基準線超過確率を演算するものである。第１解析
部５と同様に、解析関数設定部１７は関数分析部３によって解析された基準線超過確率関
数を設定するものであり、具体的には、第２データベース７に格納された基準線超過確率
関数係数データ２１を読み出して解析に用いる関数を選択・決定する。また、解析関数設
定部１７は災害発生確率を演算する地域を特定して、その地域における観測・点検データ
１９を第２データベース７から読み出して、解析に用いる関数を選択・決定する。
【００３２】
　次に、基準線超過確率演算部１８では、解析関数設定部１７で設定された基準線超過確
率関数と解析地域における観測・点検データ１９を用いて基準線超過確率を演算するもの
である。
　基準線超過確率演算部１８で解析された基準線超過確率については、基準線超過確率演
算部１８が基準線超過確率データ２３として、第２データベース７に読み出し可能に格納
される。
　次に、評価部８について説明する。
　評価部８は、第１解析部５及び第２解析部６で解析された災害発生確率あるいは基準線
超過確率に対して、それぞれの評価用しきい値と比較することで、評価を実施するもので
ある。災害発生確率及び基準線超過確率はそれ自体定量値であることから、本実施の形態
に係る災害発生確率評価システムのユーザーに対してある程度量的な判断が可能となって
いるが、さらに、それらの確率に対する評価を実施することでより客観的で量的な判断を
可能とするものである。
　評価用しきい値は、第２データベース７に評価用しきい値データ２４として格納されて
いるので、評価部８はこれを読み出して、災害発生確率演算部１６あるいは基準線超過確
率演算部１８で演算された確率値と比較し、比較の結果に対応させて評価を出力するもの
である。
　具体的には、評価部８は、災害発生確率データ２２あるいは基準線超過確率データ２３
を第２データベース７から読み出して、同じく読み出した評価用しきい値データ２４と比
較する。比較によって災害発生確率データ２２が評価用しきい値データ２４よりも大きい
場合と小さい場合において、それぞれ対応する評価を予め評価部８に含めておくことで、
その結果を出力部９へ送信することが可能である。
　また、評価用しきい値データ２４は、１つの値である必要はなく、レンジを持たせたデ
ータとして、そのレンジに含まれる場合に所望の評価を該当させて災害発生に関する利用
者の量的な判断・理解を容易としてもよい。
　なお、評価部８は必ずしも設ける必要はなく、第１解析部５の災害発生確率演算部１６
あるいは第２解析部６の基準線超過確率演算部１８で演算された結果である災害発生確率
と基準線超過確率を出力部９を介して表示したり、あるいは他の外部装置あるいは他所の
システムにデータを転送するものでもよい。
【００３３】
　また、本実施の形態においては、第１解析部５と第２解析部６の両方を設けている例と
して示しているが、第１解析部５あるいは第２解析部６のみを設けるようにしてもよい。
それぞれ別個独立に機能を発揮させることが可能である。
　以上説明したとおり、本実施の形態に係る災害発生確率評価システムにおいては、降雨
を誘因として斜面あるいは渓流で発生する土砂災害、あるいは地震や火山活動によって発
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生する災害や河川災害あるいは道路災害など自然災害に対して、ＲＢＦＮを用いた分析自
体の精度を向上することではなく、ＲＢＦＮ値に関する分析をベースに災害発生の危険性
を確率という定量的な尺度で表現することで、ユーザーに対して理解の促進を図ることが
可能である。
　また、災害発生に対する確率のみならず、災害発生基準線を超過する確率を予測可能と
することで、自然災害の発生要因が時々刻々と変化している場合に、この基準線の超過確
率を用いて避難準備情報として取り扱うことが可能であるため、時間と共に変化する自然
災害の危険性を経時的かつ定量的に示すことが可能である。従って、災害発生による犠牲
者の発生防止をより精度高く実行することが可能である。また、避難勧告などの意思決定
を適切なタイミングで精度よく実施することができる。
【００３４】
　次に、図２を参照しながら、本願発明の形態に係る災害発生確率評価プログラムについ
て説明する。
　これまで図１を参照しながら説明した災害発生確率評価システムはシステム発明である
が、図１に示されるシステムを汎用のコンピュータと捉え、これを動作させるプログラム
として、図２に示すフローチャートの工程を実行させることを考えるものである。
　図２において、点線で囲んだ部分はそれぞれ図１の災害発生確率評価システムの構成要
素を示すものであり、図１に示す構成要素と同一の構成要素については同一の符号を付し
ている。
　最初の工程は、ステップＳ０として示される入力工程である。前述のとおり、第１デー
タベース４にはＲＢＦＮ値学習データ１２、災害発生学習データ１３ａ、基準線超過学習
データ１３ｂ、回帰関数データ１４及び観測・点検データ１９が格納されるが、この工程
を示すものである。ステップＳ０としているのは、特にこの工程を含まないものであって
もよいことを意味するものである。入力工程は必要であるものの、災害発生確率評価プロ
グラムという発明の本質としては、入力工程を含まないものとしてステップＳ１から開始
することも可能であるという意味である。
【００３５】
　ステップＳ１は第１の関数モデル分析工程であり、ステップＳ２は第２の関数モデル分
析工程である。この工程で実行されるのは、災害発生確率評価システムにおける関数分析
部３が発揮する機能である。前述のロジスティック回帰分析を用いて災害発生確率演算を
実行可能な関数モデルを分析するのが第１の関数モデル分析工程であり、同様に基準線超
過確率演算を実行可能な関数モデルを分析するのが第２の関数モデル分析工程である。こ
れらの工程を実行するためには第１データベース４から分析に必要なデータを読み出す。
また、これらの工程の実行には、得られる第１の関数モデル、すなわち災害発生確率関数
（係数）、あるいは第２の関数モデル、すなわち基準線超過確率関数（係数）の第２デー
タベース７への格納も含まれる。これらの点の具体的、詳細な内容については災害発生確
率評価システムの関数分析部３について説明した際に述べたとおりである。
【００３６】
　次に、ステップＳ３ではステップＳ１で得られた災害発生確率関数（係数）と、評価を
実施する地域の観測・点検データをそれぞれ第２データベース７から読み出して、災害発
生確率を演算する。また、同様にステップＳ４ではステップＳ２で得られた基準線超過確
率関数（係数）と、評価を実施する地域の観測・点検データを第２データベース７から読
み出して基準線超過確率を演算する。
　これらの工程は図２に示されるとおり、災害発生確率評価システムの第１解析部５ある
いは第２解析部６で発揮される機能を実行するものである。ステップＳ３，４の実行には
、演算で得られた災害発生確率と基準線超過確率をそれぞれ第２データベース７に読み出
し可能に格納することも含まれる。これらの点の具体的、詳細な内容については災害発生
確率評価システムの第１解析部５や第２解析部６を説明した際に述べたとおりである。
【００３７】
　ステップＳ５はステップＳ３で得られた災害発生確率に基づいて災害発生の評価を実行
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する工程であり、ステップＳ６はステップＳ４で得られた基準線超過確率に基づいて基準
線超過の評価を実行する工程である。これらの工程は、図２に示されるとおり、災害発生
確率評価システムの評価部８で発揮される機能を実行するものである。これらの工程では
、災害発生確率評価システムで説明したとおり、第２データベース７から評価用しきい値
データ２４を読み出して災害発生確率や基準線超過確率と比較を行い、その結果に基づい
て評価を実施するものである。具体的、詳細な内容については災害発生確率評価システム
の評価部８を説明する際に述べたとおりである。
　最後にステップＳ７で、ステップＳ３，４の実行によって得られた災害発生確率、基準
線超過確率あるいはステップＳ５，６の実行によって得られた災害発生に関する評価、基
準線超過に関する評価を表示あるいは出力する。この工程は災害発生確率評価システムに
おける出力部９で発揮される機能の実行に他ならず、具体的、詳細な内容については出力
部９の説明時に述べたとおりである。
　このように構成される災害発生確率評価プログラムにおける作用、効果については、先
に説明した災害発生確率評価システムの作用、効果と同様である。
　なお、本実施の形態においては、災害の発生・非発生に対して放射状基底関数ネットワ
ーク手法を用いて解析されたＲＢＦＮ値を用い、また、ＲＢＦＮ値を災害発生基準線とし
て用いているが、解析に用いられる計算手法としてこのＲＢＦＮを用いることなく、たと
えばサポートベクターマシン（ＳＶＭ）を用いて解析を行い、得られた値を災害発生基準
線として用いるようにしてもよい。
【実施例１】
【００３８】
　以下、具体的なデータを用いた災害発生確率評価システムあるいは災害発生確率評価プ
ログラムの実施例について説明する。
　まず、ロジスティック回帰分析を用いた関数を構築するにあたり、山口県の中でも土砂
災害の危険箇所が多く分布する下関市を対象地域として設定した。その中でも最も災害の
多い５ｋｍメッシュ「33301814」を学習地域とした。また、下関市において災害が２番目
、３番目に多い５ｋｍメッシュ「33301914」、「33301915」をテスト地域とした。本実施
例におけるこれらの検討地域を図５に示す。
　学習地域とは、ロジスティック回帰分析によって得られる関数を設定するために用いる
ＲＢＦＮ値学習データ１２及び災害発生学習データ１３ａ（ＲＢＦＮ値学習データ１２及
び災害発生学習データ１３ａを併せて表中における学習データである。）を取得した地域
を意味し、テスト地域とは学習地域のＲＢＦＮ値学習データ１２及び災害発生学習データ
１３ａを用いて得られた回帰関数の有効性を検証するためのデータ（表中におけるテスト
データである。）を取得した地域を意味している。本実施例では本願発明の成立性を実証
するために解析を実施しているので、テスト地域という言い方をしているが、実際の発明
の実施ではこのテスト地域におけるデータが、災害発生確率や基準線超過確率について演
算を行うための観測・点検データ１９に相当するものである。
　本実施例においては、自然災害のうち、土砂災害についてのケースを示し、災害発生要
因としては、降雨としてその降雨データを用いて土砂災害の災害発生確率や、基準線超過
確率のうち、１時間後のＣＬ超過確率を演算するものとするが、土砂災害における災害発
生要因としては他の要因、たとえば傾斜角度等の地形要因、あるいは地質要因などでもよ
い。また、以下の実施例では、災害発生基準線としては災害発生危険基準線（ＣＬ）の他
、避難基準線（ＥＬ）、警戒基準線（ＷＬ）を用いてもよいし、他の災害発生に関する基
準線を用いてもよい。その場合には、データや関数なども対応するようにしておく必要が
あることは言うまでもない。
　さらに、自然災害であれば土砂災害に限定するものではなく、地震や火山活動によって
発生する災害や河川災害あるいは道路災害などであってもよい。
【００３９】
　本実施例では、土砂災害の災害発生確率を算出するための降雨データとして、現行のＣ
Ｌ等の作成にも用いられているレーダー・アメダス解析雨量を用いた。対象期間は１９９
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１年から２００５年までの１５年分として、２４時間無降雨期間で区切られたひとまとま
りの降雨を「一連降雨」データとして抽出した。
　また、ＣＬの超過確率に基づく予測に用いる降雨データとしては下関観測所のアメダス
１０分間雨量を用いた。対象降雨の一覧を表１に示す。
【００４０】
【表１】

【００４１】
　本実施例における対象災害は土石流及びがけ崩れであり、これらの災害データを山口県
災害報告書(１９９１年～２００５年)から収集した。学習地域に該当する災害データは５
８件(１５降雨)であった。また、テスト地域に該当する災害は５２件（２４降雨)であっ
た。その他に、予測に用いる１０分間雨量の検討範囲では５件の災害を対象とした。
　本実施例では、まず、災害発生確率関数の構築を実施した。従来の災害発生予測手法と
して、背景技術のところで紹介した土砂災害警戒避難基準雨量の設定手法（案）によるＣ
Ｌが利用されており、これは毎時の降雨の軌跡であるいわゆるスネークラインがＣＬを超
過すると、その降雨はいつ災害が起こってもおかしくない危険な状況であるといった判断
をする。言い換えると、ＣＬは、ＲＢＦＮ値のピーク値がＣＬを超過しているかどうかで
、その後が安全なのか、危険なのかを精度よく判定していることになる。しかし、降雨の
危険性はＣＬの超過にかかわらず変化しているものであり、先の土砂災害警戒避難基準雨
量の設定手法（案）のＣＬでは時系列的に危険性の変化を表現できていないという課題が
あったことは既に説明のとおりである。
　そこで、本実施例では回帰分析部１１においてロジスティック回帰分析を実施すること
で、降雨の毎時の動きに対して確率値を算出することができる災害発生確率関数を構築し
ている。
　なお、本実施例及び本実施の形態におけるＲＢＦＮ値あるいはＲＢＦＮ値のピーク値と
は、災害が発生した場合には、一連降雨において、その発生した時点と同時にピークとな
っている値、あるいはそれよりも前にピークとなっている値を意味しており、災害が発生
しない場合には、一連降雨においてピークとなっている値を意味している。
　具体的に図６乃至図９を参照しながら説明する。これらの図では、縦軸に解析雨量（ｍ
ｍ／ｈｒ）を示し、横軸に土壌雨量指数（ｍｍ）を示している。また、図中にはＲＢＦＮ
値を図示しており、三角印が災害発生時刻を示し、丸印が災害発生確率モデルの構築に用
いる降雨ピークを示している。従って、この丸印のピークにおけるＲＢＦＮ値がＲＢＦＮ
値のピーク値となる。
　図６（ａ）には、一連降雨のピークで災害が発生した場合を示しており、その災害が発
生した際のＲＢＦＮ値を採用する。図６（ｂ）、図７（ａ），（ｂ）及び図８（ａ）では
、災害発生時刻と降雨ピークがずれている場合である。災害発生時刻よりも前の降雨ピー
クが最もＲＢＦＮ値が小さい場合には、そのＲＢＦＮ値がピーク値となる。
　一方、図７（ｂ）や図８（ａ）に示されるように、災害発生時刻以降に降雨ピークが生
じる場合もあるが、その場合には災害発生時刻前のＲＢＦＮ値のピーク値が災害発生時刻
以降のピーク値よりも小さくとも災害発生時刻前のＲＢＦＮ値のピーク値を採用する。
　さらに、図８（ｂ）から図９（ｂ）に示されるように災害非発生の場合には、複数のＲ
ＢＦＮ値のピークがあれば、その中で最小のＲＢＦＮ値を与えるものを採用する。　
【００４２】
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　ロジスティック回帰分析を用いた関数の構築にあたっては、ＲＢＦＮ値のピーク値から
危険度を判定するＣＬの考え方に基づく。ここでは、ＲＢＦＮ値のピーク値を説明変数ｘ
とし、ピーク以降に災害が発生した確率を目的変数Ｐ（ｘ）として、関数分析部３の回帰
分析部１１において構築した回帰関数を式（６）に示す。
　この回帰分析部１１では、第１データベース４から回帰関数データ１４を読み出すが、
この回帰関数データ１４が先の式（４）なる関数をあらわすデータであり、これに対して
、第１データベース４から読み出したＲＢＦＮ値学習データ１２からＲＢＦＮ値のピーク
値を、災害発生学習データ１３ａから災害の発生の有無をそれぞれ読み出してロジスティ
ック回帰分析を実施するのである。
【００４３】
【数３０】

【００４４】
　式（６）では、ある降雨の任意の時刻に着目したときに、その降雨の経験したＲＢＦＮ
値のピーク値を与えることで、今後の災害発生確率Ｐ（ｘ）を算出することができる。
　このことにより、ＣＬでは、時間の変化による危険度を示すことができなかったが、ロ
ジスティック回帰分析を用いた関数では、時間変化に対応した災害発生の確率値を算出す
ることができようになった。この式（６）で示される関数は、回帰分析部１１から第２デ
ータベース７に災害発生確率関数係数データ２０として読み出し可能に格納される。そし
て、第１解析部５の解析関数設定部１５で読み出されて、災害発生確率を評価する地域に
おける観測・点検データ１９を用いて、災害発生確率の演算を災害発生確率演算部１６に
おいて実施するのである。災害発生確率演算部１６で得られた災害発生確率は、災害発生
確率演算部１６によって、災害発生確率データ２２として第２データベース７に読み出し
可能に格納される。
【００４５】
　このように構築されたロジスティック回帰分析を用いた関数（式（６））は、災害の発
生確率を算出することができるが、実際の災害発生降雨とどのくらい整合しているかを確
認し、関数としての妥当性を確認する必要がある。そこで、学習地域のすべての降雨（１
６５降雨：発生５８，非発生１０７）に対する災害発生確率Ｐ（ｘ）を求め、表２のよう
に１０％毎に区切って降雨件数をまとめた。また、各区間に対しての実際の発生降雨の件
数、ならびに発生率も表記した。なお、各区間の発生率は式（７）より算出する。発生率
の単位は％である。
【００４６】

【数３１】

【００４７】
　各区間のＰ（ｘ）と、発生率について表２を参照しながら説明する。例えばＰ（ｘ）が
１０％～２０％のとき、実際の発生率は１２．１％と算出されている。また、Ｐ（ｘ）が
８０％～９０％の区間に注目すると、その区間での発生率は８６．７％となっている。こ
のように、ロジスティック回帰分析を用いて得られた関数により算出された災害発生確率
Ｐ（ｘ）は実際の発生率によく整合していることが理解される。
【００４８】
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【表２】

【００４９】
　ここで、各区間における災害発生確率Ｐ（ｘ）と実際の発生率の相関を近似直線も併せ
て図１０に示す。図１０の縦軸は実際の災害発生確率を示し、横軸はロジスティック回帰
による求めた災害発生確率Ｐ（ｘ）である。この図１０において災害発生確率Ｐ（ｘ）が
増加するほど、実現象としての災害発生率も増加し、全体としての整合が確認できた。
　このように、ロジスティック回帰分析を用いた関数により算出された災害発生確率Ｐ（
ｘ）は降雨の強さに応じた災害発生の実現象をよく捉えており、降雨による災害発生の危
険性を確率値という連続値によって客観的かつ定量的に表現できたと言える。 
【００５０】
　次に、本実施例では、災害発生確率関数の汎用性について検証したので、その点につい
て説明する。
　これまで説明したとおり、構築したロジスティック回帰分析を用いた関数の妥当性を確
認できた。しかし、ロジスティック回帰分析は、発生と非発生の過去のデータを用いて行
うため、災害発生に関するデータを含めて観測・点検データ１９が存在しない地域におい
ては関数を構築することができない。そこで、本願発明者は、鋭意研究を進めていく段階
で、他地域のロジスティック回帰分析を用いた関数が適用可能であることを確認すること
でその欠点を補うことができるとの考えに至ったのである。
　そこで、学習地域で構築した関数モデルをテスト地域の５ｋｍメッシュ「33301914」、
「33301915」に適用し、災害発生確率Ｐ（ｘ）と実際の発生率との比較を行うことでロジ
スティック回帰分析を用いた関数モデルの汎用性を確認した。比較結果を表３に示す。
　比較の例として、表中に示すＰ（ｘ）が８０％～９０％の区間の実際の発生率は８２．
４％であり、ロジスティック回帰により算出される災害発生確率Ｐ（ｘ）と実際の発生率
との整合性が発揮されていることが確認できる。また、図１１のように全体としての上昇
傾向を確認することもできた。
　よって、学習地域で構築したロジスティック回帰式は他地域においても、関数モデルと
実現象との整合性に大きな差がなく汎用的であることが確認できた。これによって、災害
データが存在しない地域であっても、他地域のロジスティック回帰分析を用いた関数を適
用することで危険度評価を行えることが示せた。
【００５１】
【表３】

【００５２】
　以上の実施例１によって、ロジスティック回帰により降雨に災害発生確率という概念を
与えることができ、降雨の危険性をより的確に表現することが可能となったことを説明し
た。
　しかし、警戒避難情報の発令を行うためには、発表をどのタイミングで行うか基準とな
るライン（ＣＬ）が必要となる。従来のシステムではＲＢＦＮ値を基にＣＬを設定して運
用しているが、ＲＢＦＮ値は、前述のとおりその値自体が災害発生の危険性を意味するも
のではない。そのため、行政担当者や住民にとってＣＬが持つＲＢＦＮ値の意味合いが理
解されづらいものとなっている。
【実施例２】
【００５３】



(25) JP 4701371 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

　そこで、実施例２では、ロジスティック回帰により求めた式（６）の説明変数ｘに、Ｃ
ＬのＲＢＦＮ値を代入し、災害発生確率Ｐ（ｘ）を算出する。これにより、ＣＬに災害発
生確率という意味合いを持たせることが可能となる。ここでは、ＲＢＦＮ値０．１毎に対
する災害発生確率Ｐ（ｘ）を算出し、その結果を表４に示す。また、これを図に表したも
のを図１２に示す。
【００５４】
【表４】

【００５５】
　図１２に示されるように、ＣＬに対して災害発生確率Ｐ（ｘ）を算出することにより、
ＣＬが危険度を表すようになり、避難情報として住民にとって理解しやすい情報となった
。また、ＣＬの設定時においては、災害発生の危険性を考慮できることから、行政側にと
っても有用な情報となる。
　次に、ＣＬ超過確率関数について構築する。災害が起こる前にその危険性を知ることや
避難準備のための情報提供は極めて重要である。従来の運用においては降水ナウキャスト
や降水短時間予報データである予測雨量の精度は向上しているものの、避難準備情報とし
ての信頼性に欠ける点が挙げられる。
　そこで、実況雨量データを用いることで、ロジスティック回帰分析によるＣＬ超過関数
を用いて時々刻々と変化する自然災害に対する危険性を予測するシステムあるいはプログ
ラムとしての成立性について検討した。
　実施例２では、経時変化の時間間隔としてまず１時間を考え、１時間後のＣＬ超過確率
関数の構築を行った。但し、１時間後に超過する場合のみならず、例えばｎ時間（ｎは正
数）経過後にＣＬ超過する場合の確率関数としてもよい。具体的には、２時間後や３時間
後の他、２．７時間後などでもよい。
　学習地域においては既往の研究により、ＲＢＦＮ値０．７のＣＬが最も精度がよいとさ
れている。このＣＬを超過する確率を予測するための関数を構築する。
　構築にあたってはＣＬ(０．７)の超過後に災害が発生した１１降雨を検討の対象降雨と
して抽出し、どのような雨量であれば次の時間にＣＬを超過し易いのかということに着目
して、超過1時間前までのＲＢＦＮ値を説明変数ｘとして超過予測回帰関数を構築した。1
時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）を表す回帰式を式（８）に示す。
【００５６】
【数３２】

 
【００５７】
　この式（８）によって示される関数は、実施例１と同様に、関数分析部３の回帰分析部
１１において、第１データベース４から回帰関数データ１４を読み出すが、この回帰関数
データ１４が先の式（４）なる関数をあらわすデータである。また、これに対して、第１
データベース４から読み出したＲＢＦＮ値学習データ１２からＣＬ超過1時間前までのＲ
ＢＦＮ値を、基準線超過学習データ１３ｂからＣＬ超過の有無をそれぞれ読み出してロジ
スティック回帰分析を実施するのである。
　このロジスティック回帰分析によって得られた関数を用いることで、任意の時刻のＲＢ
ＦＮ値に対する１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）を算出できる。また、図１３にはＣＬ（
０．７）の内側に、１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）＝１０％（内側）～９０％（外側）
のラインを示す。この超過予測のラインを利用することで、降雨中の任意の時刻において
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、１時間後にはどのくらいＣＬを突破する確率があるかを判定できる。表５にはＣＬ超過
の予測結果をまとめているが、実際に、１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）の上位４降雨（
降雨番号４，５，９，１４）はＣＬ超過１時間前から１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）が
６０％以上と高い値を示しており、ＣＬを超過する可能性が高いことを示している。この
ことからＣＬの超過予測に対応したモデルを構築することができたと言える。
【００５８】
　なお、実施例１と同様に、回帰分析部１１において得られた式（８）の関数は、回帰分
析部１１によって、基準線超過確率関数係数データ（ここでは１時間後のＣＬ超過確率関
数係数データ）２１として第２データベース７に読み出し可能に格納される。また、第２
解析部６の解析関数設定部１７によって読み出され、基準線超過確率演算部（ここではＣ
Ｌ超過確率演算部）１８は、第２データベース７から災害発生確率を評価する地域におけ
る観測・点検データ１９を読み出して、１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）を演算して、第
２データベース７に基準線超過確率データ（ここでは１時間後のＣＬ超過確率データ）２
３として読み出し可能に格納する。
【００５９】
【表５】

【００６０】
　以上の実施例２の説明では、ＣＬ超過前までの任意の時刻における１時間後のＣＬ超過
確率π（ｘ）を求めることができた。しかし、検討の対象となる１１降雨の中で、７降雨
は超過の1時間前の降雨が弱かったため１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）が低いにも関わ
らず急激な降雨により超過していることが分かる。超過予測回帰関数は、従来の降雨強度
を基に1時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）を算出する関数であるため、弱い降雨から急激に
超過する降雨に対応できないという問題点が浮上した。そこで、本願発明者は、１０分間
雨量データを用い、より詳細な降雨強度の変動に対し１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）を
算出することで急激な降雨変化に対する超過予測が可能だと考えるに至った。
　入手できた１０分間雨量は２００２年後半～２００５年前半のデータのため、対象とす
る降雨は、表５の中の降雨番号８～１５の降雨であり、９，１４はすでに１時間後のＣＬ
超過確率π（ｘ）が高い値を示していたため、検討からは除外した。１０分間雨量を用い
て６０分間の積算雨量とＲＢＦＮ値を１０分更新で求め、超過予測モデルにより任意の時
刻での１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）を算出した。結果を表６に示す。
【００６１】
　表６に示すように、検討対象降雨５件中、ＣＬ超過前に１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ
）が高い値を示したのは降雨番号１１，１５の２件であり、降雨番号１１では７２．８％
、１５では９８．７％を示している。また、降雨番号８，１２に関しては、表５における
正時の検討では１４．１％，２．３％だったものが、降雨番号８では４３．７％，１２で
は１９．８％まで確率値が上昇していることが分かる。このことより、１０分間雨量を用
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いることで、より詳細にＣＬ超過の可能性を捉えることが可能になり、ＣＬ超過予測手法
として十分実用的であることが確認できた。
【００６２】
【表６】

【００６３】
　ロジスティック回帰分析を行い、災害発生確率関数モデル（式（６））と1時間後のＣ
Ｌ超過確率関数モデル（式（８））を作成した。ここでは、２００３年８月８日１７時に
開始した実際の降雨を用いて、毎時の災害発生確率Ｐ（ｘ）と１時間後のＣＬ超過確率π
（ｘ）とをハイエトグラフに重ね確率値の変動を図示し、運用上どのように利用できるか
を確認する。変動の結果を図１４に示す。
　図１４の右側の縦軸が確率値を示しており、左側の縦軸は６０分間積算雨量（ｍｍ／ｈ
ｒ）を示している。また、横軸は時間を示している。なお、表４より、ＣＬ(０.７)超過
は災害発生確率Ｐ（ｘ）が３６．０％より大きくなった時点とみなすことができる。
　このような変動の結果をまとめる作用は評価部８が有している。評価部８では、評価用
しきい値データ２４と災害発生確率データ２２あるいは基準線超過確率データ（ここでは
１時間後のＣＬ超過確率データ）２３と比較することで評価を行うが、それだけでなく、
時系列に沿って第２データベース７に蓄積される災害発生確率データ２２や基準線超過確
率データ（ここでは１時間後のＣＬ超過確率データ）２３のいずれか一方、あるいは両方
を時系列で表示可能なように調整し、それぞれのピーク時にデータ取得時間や災害発生確
率や１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）のデジタル値を示すように調整することも可能であ
る。また、これら災害発生確率データ２２や基準線超過確率データ（ここでは１時間後の
ＣＬ超過確率データ）２３と、観測・点検データ１９に含まれるデータも同じ時系列上に
表示可能としてもよいし、災害の発生の有無に関する情報が得られた場合には、災害発生
有無に関する情報も同じ時系列上に表示するようにしてもよい。
【００６４】
　このように災害発生確率データ２２や基準線超過確率データ（ここでは１時間後のＣＬ
超過確率データ）２３について、時系列上で表示可能に評価部８によって調整されること
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で、時々刻々と変化する災害発生の危険性とＣＬ超過の可能性について、確率という定量
的な数値で表現可能であり、利用者に対して避難勧告（や避難指示）などの対応策を時間
遅れなく実行することができるのである。
　８月９日の２１時に注目してみると、まとまった降雨により災害発生確率Ｐ（ｘ）は１
９．０％まで上昇し、１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）は５０．０％まで上昇した。しか
し、この後降雨は一旦落ち着くため、１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）は低下するが、災
害発生確率Ｐ（ｘ）はこれまでのＲＢＦＮ値のピーク値を参照するため１９．０％を維持
したままである。
　８月１２日７時の時点で、降雨は再びＣＬに接近し、災害発生確率Ｐ（ｘ）は３３．１
％、１時間後のＣＬ超過確率π（ｘ）は９７．６％を示す。このことから現状はまだ土砂
災害の災害発生確率は低いが、１時間後にＣＬを超過する可能性は非常に高く、警戒すべ
き状況であることが判断できる。実際にこの１時間後である８時に降雨はＣＬを超過、災
害発生確率Ｐ（ｘ）は７７．１％まで上昇し、ＣＬ超過時刻に１件、２時間後の同日１０
時に災害は２件発生し、その後降雨は終息に向かった。
　このように、ロジスティック回帰分析を行うことで自然災害発生やＣＬ超過の可能性の
毎時の変動を確率値という直接的かつ客観的に危険度を意味する指標で表現でき、的確で
理解しやすい警戒避難情報の発信が可能となると考えられる。
　また、本実施例においては、他地域のデータを用いて構築した関数モデルを用いること
も可能とする汎用性が確認できたため、より広範な地域において災害発生確率と１時間後
のＣＬ超過確率π（ｘ）の評価を実施することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　自治体や防災センターなど公的な機関における防災計画や災害予防に関する計画の立案
業務や避難警報を発令する部門など幅広い用途がある。また、教育機関などにおいて災害
の未然防止や避難訓練用の教材としても活用が見込まれ、さらに、建設・土木事業を営む
私企業においても、防災事業や維持管理事業のニーズ掘り起こしや事業提案のためのツー
ル、あるいは公的機関との連携を図るための共有ツールとして活用が可能であり、企業の
防災技術や維持管理技術に関する研究開発や設計事業などの用途にも適用可能である。
【符号の説明】
【００６６】
１…災害発生確率評価システム　２…入力部　３…関数分析部　４…第１データベース　
５…第１解析部　６…第２解析部　７…第２データベース　８…評価部　９…出力部　１
０…解析条件設定部　１１…回帰分析部　１２…ＲＢＦＮ値学習データ　１３ａ…災害発
生学習データ　１３ｂ…基準線超過学習データ　１４…回帰関数データ　１５…解析関数
設定部　１６…災害発生確率演算部　１７…解析関数設定部　１８…基準線超過確率演算
部　１９…観測・点検データ　２０…災害発生確率関数係数データ　２１…基準線超過確
率関数係数データ　２２…災害発生確率データ　２３…基準線超過確率データ　２４…評
価用しきい値データ
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